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異常気象時における道路の事前通行止区間の周知について
近�畿�地�方�整�備�局
兵庫国道事務所長

当所では、通行者を土砂崩落、落石などの災害から守るために、降雨量が一定に達した場合、
道路の通行を規制する区間を下記のとおり定めていますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上
げます。

記

路線名 規制区間 延長 規制雨量 管理出張所

一般国道
28号

淡路市塩尾
～洲本市安乎町平安浦

1.8㎞ 連続降雨量160mm
洲本維持出張所
（0799）22-1680洲本市中川原町厚浜

～洲本市炬口
2.9㎞ 連続降雨量160mm

一般国道
176号

西宮市塩瀬町名塩
～西宮市塩瀬町生瀬

2.4㎞

連続降雨量190mm
または

連続雨量160mm
かつ時間雨量40mm

西宮維持出張所
（0798）35-6470

近畿地方整備局
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「不法無線局取締り強化期間」のお知らせ 
〜不法無線局は法律で罰せられます〜

　　　　　　　　　　　　　　　　総務省　近畿総合通信局　
総務省では、皆様がいつも快適に電波を利用できるよう、電波利用環境保護の周知啓発活動を

行うとともに、不法無線局への対策に取り組んでいます。

特に、この６月１日から６月30日までを「不法無線局取締り強化期間」として設定し、警察や

海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締りを重点的に実施しています。

不法市民ラジオ・不法パーソナル無線・不法アマチュア無線などを使用すると、電波法により

処罰の対象となります。

これらの機器から出される不法電波は、消防・救急・鉄道・防災などに使用する無線や携帯電

話などの国民生活の安心安全を支える重要な無線通信に妨害を与え、社会生活に支障をきたすこ

とがあります。

無線機器を使用する際は、「電波のルール」を守りましょう！
※免許がないのに無線局を開設したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、重要な無線通信を

妨害したものは「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」に処されます。

　無線局の免許を持っていても、無線機を改造して出力を大きくするなど、指定された電

波以外で運用することは禁止されています。

　※上記の改造を行い運用したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。

総 務 省
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光化学スモッグ広報等発令時における自動車の運行自粛について

兵庫県より光化学スモッグが発生するおそれのある４月22日から10月18日までを特別監視
期間として広報等の発令を行うこととしております。
つきましては、光化学スモッグが発令された場合、広報発令地域の自動車については、発令時
の運行自粛等を効果的に実施され、窒素酸化物排出量の削減にご協力をお願いします。

記

１．光化学スモッグ広報等発令対象地域
神戸市（東部・西部・垂水・北部）、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、
伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、高砂市、川西市、三田市、
丹波市、たつの市、播磨町、稲美町、太子町

２．光化学スモッグ広報等の種類
【種 類】 【 発令 基 準 】

光化学スモッグ予報 測定局のオキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基
準に達するおそれがあると判断される時

光化学スモッグ注意報 �測定局のオキシダント濃度の１時間値が0.12ppm以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められる時

光化学スモッグ警報 �測定局のオキシダント濃度の１時間値が0.24ppm以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められる時

�光化学スモッグ重大警報 �測定局のオキシダント濃度の１時間値が0.40ppm以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められる時

３．広報等発令の周知
・　ひょうごの環境ホームページ（http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/）に掲示
・　テレビ、ラジオによるスポット放送
・　交通情報掲示板に掲示　等

兵 庫 県
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2019年春の全国交通安全運動 
公益社団法人全日本トラック協会実施計画

全日本トラック協会（以下「全卜協」）は、中央交通安全対策会議交通対策本部決定の2019年

春の全国交通安全運動推進要綱、並びに国土交通省策定の同実施計画に基づき、下記のとおり

実施項目を定め、各都道府県トラック協会に対し事前の準備を働きかけ、 5月11日㈯から同月20

日㈪までの期間中における本運動を効果的に実施する。

また、実施にあたっては、全国運動重点の「子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者

の交通事故防止」、「自転車の安全利用の推進」、「全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底」及び「飲酒運転の根絶」に留意し、さらに、事業用トラック向けの対策

を含めた下記事項について積極的に取り組む。

記

１．安全運行の確保

会員事業者（運行管理者を含む。以下「事業者等」）は、運転者に対し、次の事項を重点に

おいた安全運行の徹底について指導する。特に、事業用トラックによる事故の過半数を追突

事故が占め、かつ、死亡事故の約3割が交差点で発生している現状を踏まえ、下記⑴「追突事

故の防止」、⑵「交差点事故の防止」及び⑶「飲酒運転の根絶」を最重点推進項目として徹底

する。

＜最重点推進項目＞

⑴　追突事故の防止

事業用トラックにおける事故の半数を占める追突事故を防止するため、国土交通省制作

の「トラック追突事故防止マニュアル」及び全卜協で制作した「トラック追突事故防止マニュ

アル～追突事故撲滅キット～」等を活用し、追突事故防止の徹底を図る。また、追突事故

発生時における被害の軽減に有効な「衝突被害軽減ブレーキ装置」搭載車の普及を促進する。

⑵　交差点事故の防止

全卜協制作の「トラック交差点事故防止マニュアル～交差点事故撲滅キット～」を活用

したセミナーを全国展開するとともに、横断歩道手前での最徐行又は一時停止の励行と、

左右をバランスよく安全確認することを徹底させ、交差点左折時の自転車巻き込み事故及

び右折時の横断歩行者との事故防止の徹底を図る。

また、交差点等における左折事故防止対策の取り組みとして、車載カメラ装着車両の普

全 ト 協
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及促進を図る。

⑶　飲酒運転の根絶

酒気帯び運転、飲酒運転の根絶を徹底するため、全卜協制作の「飲酒運転防止対策マニュ

アル」等を活用し、運転者に対する適切な指導監督を実施するとともに、アルコール検知

器を使用した厳正な点呼を実施する。

＜重点推進項目＞

⑷　子供と高齢者の交通事故防止

子供と高齢者の傍を通過する際は、十分に速度を落とすなど、思いやりのある運転の励行。

⑸　歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

夕暮れ時と夜間における歩行中及び自転車乗用中の交通事故を防止するため、前照灯の

早めの点灯と、昼間よりも控えめの速度での走行の励行、交差点通過時における車両周辺

の歩行者等の安全確認の励行を徹底する。

⑹　携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底

乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作の禁止について徹底を図る。また、

横断歩道において歩行者を優先するよう徹底する。

⑺　高速道路における事故の防止

高速道路における事故は、高速道路に入り 1時間以内に多く発生しているため、高速道

路に入った後は可能な限り早い段階で休憩をとらせるなど、高速道路における事故防止を

徹底する。

⑻　トレーラ事故の防止

全卜協制作の「トレーラハンドブック」や「鉄鋼輸送に携わるプロ運転者・管理者用ガ

イドブック」等を活用し、海上コンテナの固定方法や鋼材の固縛方法を再確認し、横転や

荷崩れ等のトレーラ事故の防止を図る。

⑼　健康起因事故の防止

国土交通省制作の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」及び全卜協が制作し

た「トラック事業者のための健康起因事故防止マニュアル（改訂版）」等に基づき、点呼時

等において運転者の疲労、睡眠不足の状況等、健康状態の確認を徹底し、体調急変に伴う

事故の防止を図る。

⑽　過労運転等の防止

事業者は、運転者に、過労運転や睡眠不足が交通事故を引き起こす恐れがあることを理

解させ、休憩又は睡眠のための時間及び休息のための時間が十分確保されるよう勤務時間
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及び乗務時間を定めるとともに、運行管理者に対しては運行経路、運行時間、休憩地点等

を含む適切な運行指示書の作成や運行計画、並びに乗務割の作成を行い、点呼時等におい

て運転者の疲労、睡眠不足の状況等、健康状態の確認を徹底するよう指示し、過労運転や

睡眠不足による運転の防止に努める。

⑾　「ＷＥＢ版ヒヤリハット集」を活用した安全意識の高揚

全卜協ホームページ上に掲載中の「ＷＥＢ版ヒヤリハット集」等を活用したＫＹＴを実

施し、「だろう運転」から「かもしれない運転」を心掛けるよう徹底を図る。

２．車両の安全性の確保

事業者等は、大型トラックのスペアタイヤ等について平成30年10月1日から3ヶ月ごとの定

期点検が義務付けられることを踏まえつつ、「自動車点検整備推進運動」及び「不正改造車を

排除する運動」を積極的に推進し、大型車の車輪脱落やスペアタイヤ落下による事故等を防

止するため、車両の日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに、不正改造の防止

を徹底する。

３．事故情報等の収集による安全意識の高揚

事業者等は、全卜協ホームページ上に掲載されている「トラックの重大事故にかかる統計

データ」や、国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」等を活用することにより

事業用自動車の重大事故発生状況、事業用自動車に係る各種安全対策等についての情報収集

に努め、従業員の安全意識の高揚を図る。

（参考「事業用自動車安全通信」登録用URL

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/mailmagazine.html)
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事務局からのお知らせ

県下の小学新一年生への「交通安全啓発下敷き贈呈式」 

を行いました

（一社）兵庫県トラック協会では、交通事故防止事業の一環として、県下小学校の新一年生に

対して、少しでも交通安全意識を持ってもらうため、昭和55年より絵入りの「交通安全啓発下

敷き」を贈呈しております。本年も、県下794校の新小学一年生約52,000名に「下敷き」をお贈

りし、贈呈式を下記にて実施しました。

日　時　　平成31年4月12日（金）　午前10時00分～　（贈呈式）

場　所　　兵庫県トラック総合会館

兵庫県トラック協会副会長
藤原交通対策委員長

兵庫県教育委員会事務局
体育保健課　山根課長
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「平成31年度第1回運行管理者試験」実施のご案内

平成31年度第1回

運 行 管 理 者 試 験　貨 物
平成31年8月25日（日）

公  示

1．試　験　日

4．受験手続

5．合格基準

2．試　験　地

3．受験資格

6．試験結果の発表

（掲出期間　平成31年4月11日～平成31年9月下旬まで）

 出　題　分　野 必要な正解数
① 貨物自動車運送事業法関係　　② 道路運送車両法関係 各1問以上③ 道路交通法関係　　　　　　　④ 労働基準法関係
⑤ その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力 2問以上

試験の合格基準は、次の（1）及び（2）の得点が必要です。
（1）原則として、総得点が満点の60％（30問中18問）以上であること。
（2）次表の出題分野（①～⑤）ごとに必要な正解数を満たしていること。

（１）試験日より１カ月以内。
（２）試験結果通知書を受験者に郵送します。

（1）全国47都道府県で実施します。
（2）試験会場は、8月7日（水）発送予定の受験通知書でお知らせします。

（1）試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く。）の用
に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運
行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方

（2）国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成７年４月１日以降の試験の種類に
応じた基礎講習を修了（受講予定の方は、試験日の前日までに修了）した方

（1）申請用紙（受験申請書）は、各都道府県トラック協会及び（公財）運行管理者試
験センターで頒布（販売）します。
頒布期間は、平成31年5月17日（金）～6月7日（金）（土・日・祝祭日を除く）です。

（2）申請の方法及び期間
　①書面申請【申請期間：平成31年5月17日（金）～6月7日（金）】

受験申請書に必要事項を記入し、所定の証明書類等を添付して運行管理者試験
センター試験事務センターへ郵送（簡易書留）して下さい。
※土・日祝祭日は、郵便局によっては取扱いをしておりませんのでご注意下さい。

　②インターネット申請【申請期間：平成31年5月17日（金）～6月18日（火）】
（携帯電話、スマートフォンからの申込みはできません。）
（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスし、所定の手順に従っ
て必要事項を入力してお申込み下さい。

　③おまかせ申請【申請期間：平成31年5月10日（金）～6月13日（木）】
「おまかせ申請書」に必要事項を記入し、所定の証明書類等を添付しておまかせ
申請デスクへ郵送して下さい。

　④再受験申請【申請期間：平成31年4月19日（金）～6月18日（火）】
（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスし、所定の手順に従っ
て必要事項を入力してお申込み下さい。

（3）受験手数料は、6，000円（非課税）です。

　　　　　国土交通大臣指定試験機関

〒105－0012 東京都港区芝大門1丁目16番地3号 芝大門116ビル7F　 TEL 03－6803－4323
ホームページ　http://www.unkan.or.jp/　携帯電話版　http://www.unkan.or.jp/mobile/　　　　　　 
お問い合わせ先  運行管理者試験センター　試験事務センター　 TEL04－7170－7077
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親睦ゴルフコンペを開催しました

４月６日（土）、快晴の中、加東市のＡＢＣゴルフ倶楽部において明石支部主催の近隣支部合

同の親睦ゴルフコンペを開催し、当日は東部支部・兵庫支部・西神戸支部・淡路支部から合計

３７名が参加しました。これまでは明石支部のみで行っていましたが、近隣支部との親睦を深

める目的のため合同開催という形で行いました。

一般社団法人 兵庫県トラック協会募金係

ご協力ありがとうございました

Ｈ31・４・２� 株式会社三陸� 13,506円

交通遺児の募金を寄せられた会員

（平成31年４月２日現在）

支部活動だより
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労働安全衛生法に係る技能講習のご案内� 〈兵庫労働局登録教習機関［兵労基安登録第14号］〉

 はい作業主任者技能講習会のお知らせ
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　兵庫県支部

「はい」とは、荷の保管、仮置、検数、薫蒸などを行うために倉庫、上屋または土場に積み重ね
られた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物を除く）の集団をいいます。
高さが２メートル以上の「はい」作業（荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く）を
行っている事業場では労働安全衛生法第14条によるはい作業主任者の資格を取得させ、そのう
ちから「はい作業主任者」を選任して作業をしなければなりません。
１．講習日時・会場　注：当日は８時45分より受け付けします。

講習日時
１日目 2019年７月25日（木） ９時～17時（座学講習）

２日目 2019年７月26日（金） ９時～17時�（座学講習、修了試験）

講習会場
兵庫県トラック総合会館　３階会議室

　神戸市灘区大石東町２丁目４−27
※受講者の為の駐車場はありません。

２．受�講�料

受��講��料 テキスト代 合　　計

兵ト協会員 7,000円
（内消費税８％　518円）

無　料
（陸災防兵庫県支部負担）

7,000円
（内消費税８％　518円）

非　会　員 7,000円
（内消費税８％　518円）

1,500円
（内消費税８％　111円）

8,500円
（内消費税８％　629円）

３．受講資格

「はい」付け又は「はい」くずしの作業に３年以上従事した経験を有する方。

※　受講申込書に実務経験証明書が付随しています。証明者の職氏名（事業場の代表又
は責任者の方）の記入及び、押印（丸印）が必要です。（角印は認められません。）

４．申込要領

（１） 陸運労災防止協会兵庫県支部事務局へ定員枠の空き状況を電話で確認し、必ず予
約受付を行ってから次の①～④を現金書留で次の申込先に郵送して下さい。
予約受付�及び申込書受付期間

２０１９年６月４日（火）～２０１９年７月１8日（木）必着

ただし、期間にかかわらず定員に達し次第締め切ります。
（定員に空きがあれば、前日まで受付可能ですので、お問合せ下さい。）

①　受講申込書（Ａ４サイズにコピーまたは、切り取ってご使用して下さい）
②　証明写真２枚（サイズ縦3.6～4㎝、横2.4～3㎝）
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※　合格された場合の修了証に使用します。スキャナーで画像処理しプラス
ティックカードにカラー印字いたしますので、スナップ写真、カラーコピー

等画像の不鮮明なものは使用できません。

証明写真２枚の内うち１枚は、①の受講申込書に貼り付けて下さい。
※　写真の裏に氏名を記入して下さい。

③　運転免許証の写し（住所変更している場合は、裏面必要）
④　受講料
納入された受講料等は、受講票を発行した以後は、一切返金いたしません。
受講票は、申込後約１週間程度で所属事業場宛てに郵送いたします。
（申込先）
〒657−0043　神戸市灘区大石東町２丁目4−27�兵庫県トラック協会内

陸運労災防止協会兵庫県支部
電�話（078）８８２−５５５６

※　持参される場合の受付時間は、10時～17時�（12時～13時は除く）。
５．持　参　品

受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム・ボールペン）
６．修　了　証

法定の講習時間を受講し、修了試験に合格した方には、後日、修了証を郵送いたしま
す。
２日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

７．留意事項

修了試験において不合格となり基準点以上であった場合、追試験を１回のみ受験する
ことができます。

追試験を希望される場合は、受験料2,160円（税込）が必要となりますのでご留意下さ
い。
受講者の為の駐車場はありませんので、公共交通機関の利用をお願いします。

至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園神戸市環境局

灘事業所

兵庫県
トラック
総合会館

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

スーパーマルナカ

阪神新在家駅

ダイハツ

灘
郵
便
局

スーパートーホー

はい作業主任者技能講習会場
兵庫県トラック総合会館

神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（ ０７８ ）８８２－５５５６



様式 4                           受付番号       

                             

受講申込書 

はい作業主任者技能講習会 
修了証台帳 

 写真貼付し 

 て下さい。

 縦 3.5ｃｍ  

 横 2.5 ｃｍ  

   ふ  り  が  な    性別

 修了証

 番 号

 ※ 

   氏   名  
   男  

  ・  

  女  

   生  年  月  日        年  月  日生    交付年月日   ※ 

   現 住 所  

   (修了証に載ります ) 

 〒  

 

 

電話（携帯電話）  

 

 勤務先  

  所在地  
 〒  

 

電話            ＦＡＸ  

  名 称  
 

                       

本人確認 ※   

 

証    明    書  

 

 

                                               受講者氏名             

 

   上記の者は、はい付け又ははいくずしの作業に    年  月から   年  月まで

３年以上従事した経験を有する者であることを証明します。  

 

      年  月  日  

 

                                               事業者名                            

 

                                               事  業  者                          

 書替・再交付年月日   ※  年  月  日 
 
 

本人確認書類 ※
 

 (注 ) ※以外は申込者において全部記載すること。  

ご記入いただいた個人情報は、当講習会の実施及び修了証交付の為のみに使用します。  
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燃 料 価 格 情 報

17

“軽油は兵庫県下で買いましょう”

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ）� （単位：円／㍑）

区分
元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X 日 鉱 日 101.43 102.30 103.19
出 光 96.38 102.82 104.80
J エ ナ ジ ー 112.00
コ ス モ 96.65 100.90 104.45
昭 和 シ ェ ル 96.85 101.50
モ ー ビ ル 109.10
エ ッ ソ 97.87 106.00 120.00
三 井 97.30
そ の 他 97.04 98.38 106.82 107.83
総 計 97.49 100.33 104.87 109.51
31
／
2

全国平均 94.85
調査なし

101.84 103.74
近畿平均 94.27 101.38 103.30

（消費税抜き）

区分
集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

平成30年４月 93.51 96.33 100.04 104.44
平成30年５月 96.31 97.96 100.86 103.28
平成30年６月 100.43 103.20 102.72 109.06
平成30年７月 102.34 105.44 108.49 110.36
平成30年８月 102.51 105.40 108.88 112.97
平成30年９月 102.02 105.61 108.60 111.21
平成30年10月 105.22 107.62 110.72 114.21
平成30年11月 107.95 110.64 114.75 116.74
平成30年12月 101.39 106.51 110.87 113.67
平成31年１月 94.15 99.71 103.88 108.84
平成31年２月 92.61 96.34 100.39 103.97
平成31年３月 95.19 98.26 102.12 107.05
平成31年４月 97.49 100.33 104.87 109.51
年 間 平 均 99.32 102.56 105.94 109.64
※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

軽油「元売別」購入価格表（平成31年３月末現在）� （単位：円／㍑）
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入会届

入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

31.３.22 東播 一般
利用 志方建設㈱ 上 田 博 紀 〒675-0314

加古川市志方町上冨木568-3
�TEL���079-452-1432
FAX���079-452-2855

４.１ 西神戸 一般
利用 湊川産業㈱ 末 田 武 男 〒652-0847

神戸市兵庫区切戸町5-8
�TEL���078-682-0011
FAX���078-682-0895

４.５ 西宮 一般
利用 ㈱ジャパンライフシステム 増 本 淳 子 〒663-8033

西宮市高木東町11-38
�TEL���0798-65-3500
FAX���0798-65-8782

４.16 明石 一般
利用 ㈱ＮＥＸＵＳ�ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 小 山 加 菜 〒674-0074

明石市魚住町清水196-1
�TEL���078-940-6141
FAX���078-940-6141

退会届

退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

31.３.19 西宮 一般 中 山 福 サ ー ビ ス ㈱ 石 川 宜 博

３.31 東部 一般 丸 二 配 送 ㈲ 平 山 昌 一

３.31 東部 一般 ㈱ イ イ ダ 大 島 　 勝

４.４ 東播 一般 ㈲ 柳 川 重 機 運 輸 柳 川 善 五

４.５ 東神戸 一般 中 川 運 送 店 中 川 利 昭

変更届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

26 代表者
�倉 敷 運 輸 ㈱

村 瀬 勇 人 吉 井 　 誠

59 代表者
間口ランドサービス ㈱ 　

中 平 　 寛 幸 袋 井 　 隆

59 代表者
�間 口 陸 運 ㈱ 　

中 平 　 寛 幸 袋 井 　 隆

72 住所
TEL/FAX

日 通 兵 庫 運 輸 ㈱ 〒652-0874
神戸市東灘区御影浜町3-1 神戸市兵庫区高松町2-32

�TEL���078-851-1002
FAX���078-851-1003

�TEL���078-681-3180
FAX���078-681-3181

82 代表者
テ ー エ ス 運 輸 ㈱

岩 隈 秀 峰 田 中 成 和

88 代表者
�㈱ 川 嶋 本 店

江 見 勝 人 江 見 小 夜 子

131 住所
�㈱ T I E S 〒675-1115
加古郡稲美町国岡３-22-１ 兵庫県加古郡稲美町中村1178 -１

154 代表者
�常 磐 運 輸 ㈱

髙 野 義 禎 木 南 晋 一
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兵ト協ニュース表紙写真募集について
■応募資格
（一社）兵庫県トラック協会会員事業者及びその従業員の家族。
■募集内容
●兵庫県内の風景（季節感の溢れたもの）、建築物、動植物等の写真（いずれも写真の中に特
定できる人物が写っていない）。

■応募方法
●会社名・氏名（ふりがな）・会社電話番号を明記した電子データ（CD-Rなど）で提供して
ください。
●撮影場所がわかるようにしてください。例：竹田城跡（朝来市）

■その他
●応募作品は未発表のものに限ります。
●採用する場合は表紙に撮影者の氏名と会社名を記載します。
●採用した方には粗品をさしあげます（クオカード）。
なお、応募作品は返却いたしません。

※ご応募いただいた作品の著作権ならびに所有権は（一社）兵庫県トラック協会に帰属し、
返却はいたしません。
採用者に事前に通知しませんが、粗品の発送をもってかえさせていただきます。

ご応募いただいた個人情報につきましては、採用通知、粗品送付の目的にのみ使用いたします。

会員情報だより“募集中”
～貴社の記事を掲載しませんか??～

この度、兵卜協ニュース平成30年４月号より会員事業者の記事を毎月掲載予定しています。
それに伴い、兵卜協ニュースに掲載する会員事業者を募集しております。幅広いご内容での記
事を募集予定ではありますが、以下の内容を参考としてください。

●会社概要（設立年、代表者氏名、住所、従業員数、車両数など）
●会社で力を入れていること（安全教育、採用活動、産休・育休など）
●創業時の苦労　●今後の目標
●その他（社長・社員の趣味、社員旅行などの行事）●写真
記事はA4　1/2ページ又は１ページを予定しています。

■応募宛先
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号
（一社）兵庫県トラック協会　総務部行
E-mail:hta@hyotokyo.or.jp
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月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

４・３ トラックの日行事検討プロジェクト会議 兵 卜 協 ５・15 Ｇマーク説明会 兵 卜 協

巡回指導結果報告定例会議 ��兵庫陸運部 全国道路利用者会議　定時総会 ���砂防会館別館（ 東 京 ）

５ 安全性評価事業　事前説明会 大 ト 協 16 神戸市危険物安全協会　理事会 ���ホテル北野プラザ六甲荘

無事故・無違反運動「チャレンジ 100」実施結果検討会 ���兵 庫 県 民
会 館 17 Ｇマーク説明会 ���西 部

研 修 会 館

10 自動車関係団体連絡会議 ��自動車会館 18 兵卜協　丹有支部総会 ��丹波の森公苑

11 全卜協　全国専務理事業務連絡会議 全 卜 協 20 KTS 正副会長会議 和 歌 山

KTS正副会長会議 滋 賀 21 兵卜協　東神戸総会 ���ホ テ ル
竹 園 芦 屋

12 交通安全啓発下敷き贈呈式 兵 ト 協 22 兵ト協　正副会長会議 兵 ト 協

16 近ト協　幹事会 大 ト 協 兵卜協　常任理事会 兵 卜 協

兵ト協　海コン　定例部会 兵 ト 協 兵庫県・播磨広域合同防災訓練第１回全体会議 ���た つ の 市
青少年館ホール

全卜協　新規採用職員研修（～ 19 日） 全 卜 協 24 兵卜協　東部支部総会 都ホテル尼崎

17 輸送秩序改善連絡会（三木会） 兵 卜 協 兵卜協　西宮支部総会 ���ヒューイツト 甲 子 園

兵青協　新旧評議員会・役員会 兵 ト 協 29 全ト協　タンクトラック・高圧ガス部会 ���ザ  グ ラ ン クレール(名古屋)

18 陸災防　全国支部事務局長会議（～19日） ���メルパルク東 京 30 取扱部会　正副部会長役員会・監事会議 兵 卜 協

全ト協　重量部会　常任委員会 全 ト 協 兵卜協　兵庫支部総会 神 仙 閣

19 兵ト協　神戸中央支部総会 神 仙 閣 31 ホワイト物流説明会 兵 卜 協

20 兵ト協　北播支部総会 ���いこいの村は り ま 兵卜協　西播支部総会 ��西部研修会館

兵ト協　淡路支部総会 ���ウェスティンホテル淡路 全卜協　海コン部会正副部会長及び各地卜協部会長合同会議 全 卜 協

25 近畿地区道路利用者会議 ���奈 良 県
文 化 会 館 －６月の予定－

南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた対応検討ガイドラインに関する説明会 ���港区民センター（大阪市） ６・３ 兵卜協　理事会（予定） 兵 卜 協

26 兵ト協　百貨店部会「正副部会長会議」 兵 卜 協 ６ 全卜協　理事会 全 卜 協

27 兵卜協　但馬支部総会 ���但 馬
長 寿 の 郷 ７ 近卜協　幹事会 大 卜 協

－５月の予定－ 11 兵庫県交通安全協会　常任理事会・理事会 �楠公会館

５・７ 自動車関係団体連絡会議 �自動車会館 アクションプラン周知セミナー 兵 卜 協

９ 全卜協　総務委員会 全 卜 協 輸送秩序改善連絡会（三木会） 兵 卜 協

10 ひょうご環境保全連絡会理事会 神戸市教育会館 13 引越部会「正副部会長・委員会・監事会議」 兵 卜 協

兵卜協　東播支部総会 ���加古川プラザホ テ ル 17 兵庫県交通安全協会　評議員会 �楠公会館

11 春の全国交通安全運動（～ 20 日） 18 H31 年度引越事業者優良認定制度事前説明会 兵 卜 協

兵卜協　明石支部総会 明石支部 19 兵ト協　定時総会 ( 予定 ) ���ANAクラウンプラザホ テ ル 神 戸

兵卜協　西神戸支部総会 第 一 楼 25 近卜協　定時総会 ���ホテルグランヴィア大阪

13 兵ト協　食品部会「正副部会長・監事会議」 兵 卜 協 27 全卜協　理事会 ���第 一 ホ テ
ル 東 京

14 兵卜協　物流政策・交付金委員会 兵 卜 協 全卜協　通常総会 ���第 一 ホ テ
ル 東 京



21

巡回指導項目別調査結果
（平成30年4月～平成31年3月）

適正化事業実施機関からのお知らせ

巡回指導における指摘事項（今月のテーマ「平成30年度の活動内容について」）
担当：適正化事業指導員　松井建治

　今月は、兵庫県貨物自動車運送適正化事業実施機関（以下、「適正化実施機関」）の平成30年度の
活動内容についてご紹介します。
　適正化実施機関では、平成30年度に計726事業所に対し巡回指導を実施しており、指導項目別の
調査結果は次のとおりとなっております。

区　分 重
点 調 査 事 項（☆印は霊柩事業者は除外する） 調査

件数
（ 否 ）（ 否 ）

件数 比率(%)

Ⅰ．   事業計画等 ⑴ 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 698 17 2.4%

⑵ 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 697 14

19

11

5

7

1

83

6

125

0

4

122

11

164

1

280

20

63

73

241

184

251

0

187

108

11

31

100

19

27

199

19

4

0

0

2

2.0%

⑶ 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 701 2.7%

⑷ 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 698 1.6%

⑸ 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 697 0.7%

⑹ 届出事項に変更はないか。
（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 497 0.0%

⑺ 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 683 0.0%

⑻ 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 684 0.3%

Ⅱ． 帳票類の
整備、報告等

⑴ 事故記録が適正に記録され、保存されているか。 459 1.5%

⑵ 自動車事故報告書を提出しているか。 29 3.4%

⑶ 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 693 12.0%

⑷ 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。 694 0.9%

⑸ 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。
( 本社巡回に限る。) 420 29.8%

Ⅲ． 運行管理等 ⑴ 運行管理規程が定められているか。 694 0.0%

⑵ 運行管理者が選任され、届出されているか。 681 0.6%

⑶ 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 621 19.6%

⑷ 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 681 1.6%

⑸ 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が
作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 718 22.8%

⑹ 過積載による運送を行っていないか。 680 0.1%

⑺ 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 720 38.9%

⑻ 乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 720 2.8%

⑼ 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 651 9.7%

⑽ 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 184 39.7%

⑾ 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 693 34.8%

⑿ 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 507 49.5%

⒀ 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 507 36.3%

Ⅳ．  車両管理等 ⑴ 整備管理規程が定められているか。 694 0.0%

⑵ 整備管理者が選任され、届出されているか。 680 0.6%

⑶ 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 594 31.5%

⑨

⑦

⑤
①
⑥
③

④

⑩

⑧

⑷ 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 695 4.5%

⑸ 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、
点検整備記録簿等が保存されているか。 694 15.6%

Ⅴ．  労基法等 ⑴ 就業規則が制定され、届出されているか。 537 3.5%

⑵ ３６協定が締結され、届出されているか。 683 14.6%

⑶ 労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 688 1.6%

⑷

○

○

○

☆

☆

○

○

○

○

○

○ 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 691 28.8%

②

Ⅵ．  法定福利費 ⑴ 労災保険・雇用保険に加入しているか。

⑴ 運輸安全マネジメントの実施は適正か。

687 2.8%

⑵ 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 676

296681

4.0%

43.5%Ⅶ．運輸安全
マネジメント
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危険運転等

宅配関係等

引越等

違法駐車等

労働条件等

無許可営業等

環境問題・不正改造等

運賃等

その他

合計

90

80

70

60

50

40

30

20

10

H26 H27 H28 H29 H30

98

1314
1112

15

30 30

42

39

73

85

66

14

19

10 10

26

000033322231 1111 000000
5

2
44

01 43
6

0

貨物自動車運送事業に関する苦情処理件数
　適正化実施機関では、平成 30 年度に計 66 件の苦情・相談等を受け付け処理しました。

なお、過去 5事業年度における処理件数の推移は次のとおりとなっております。

トラックドライバーが大丈夫と思う行為も乗用車からみると
危険運転になってしまう場合があります。
安全運転を心掛けましょう。






